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「第三者割当による新株式および無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型 
新株予約権付社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

 

平成 19 年 6 月 14 日に開示いたしました「第三者割当による新株式および無担保転換社
債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の発行に関す

るお知らせ」に関し、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 
記 

＜訂正箇所＞ 
8ページ 
第 2． 第 4 回無担保転換社債型新株予約権付社債 

9. 社債に関する事項 
(11) 財務上の特約 

訂正前 訂正後 

通常の業務としての銀行借入れに関連して

行われる場合等を除く担保提供制限、通常の

業務としての取引に関連して行われる場合

等を除く資産処分制限、前決算期の連結純利

益の 40％または過去 2 年間の平均配当金額

の 2 倍のいずれか高い金額を超える剰余金
配当制限および本新株予約権付社債発行か

ら 6ヶヶヶヶ月月月月以内の増資の制限が付されている。

通常の業務としての銀行借入れに関連して

行われる場合等を除く担保提供制限、通常の

業務としての取引に関連して行われる場合

等を除く資産処分制限、前決算期の連結純利

益の 40％または過去 2 年間の平均配当金額

の 2 倍のいずれか高い金額を超える剰余金
配当制限および本新株予約権付社債発行か

ら 120日日日日以内の増資の制限が付されている。

 

以 上 


